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宝
達
山
麓
（
旧
押
水
町
域
）
に
お
け
る
神
社
合
祀
・
研
究
序
説

由 

谷
　 

裕 

哉
　

一
　
宝
達
山
に
注
目
す
る
意
義

　

本
稿
は
宝
達
山
麓
の
神
社
合
祀
を
課
題
と
す
る
が
、タ
イ
ト
ル
に「
研

究
序
説
」
を
付
し
た
よ
う
に
、
筆
者
が
宝
達
山
に
関
し
て
今
後
さ
ら
に

踏
み
込
ん
だ
考
究
を
行
う
為
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
の
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
宝
達
山
に
注
目
す
る
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
が
考
え
る
意
義
を

述
べ
る
所
か
ら
始
め
る
。
大
き
く
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
目
は
、
宝
達
山
麓
に
定
着
し
た
修
験
に
つ
い
て
多
少
の
記
録

が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
て
宝
達
山
を
修
行

の
場
と
し
た
修
験
の
存
在
が
推
察
で
き
る
こ
と
。『
押
水
町
史
』（
同

町
、
一
九
七
四
年
）
の
「
中
世
」
の
第
二
章
「
押
水
郷
と
修
験
道
」
に

お
い
て
、「
時
代
は
く
だ
る
が
」（
一
三
六
頁
）
と
し
つ
つ
、
嘉
永
五
年

（
一
八
五
二
）
の
近
岡
家
文
書
「
高
免
家
数
人
数
等
巨
細
帳
」
に
よ
り
、

押
水
町
領
域
に
お
い
て
当
時
存
在
し
た
五
八
社
の
う
ち
、
四
六
社
が
山

伏
支
配
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。同
頁
の
表
に
山
伏
名
も
上
が
っ
て
お
り
、

和
銅
寺
の
持
宮
が
二
三
社
、
来
光
寺
が
七
社
、
長
学
坊
が
一
社
、
天
竜

寺
が
一
五
社
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
の
当

山
派
山
伏
頭
医
王
寺
か
ら
寺
社
奉
行
へ
の
書
類
に
、
押
水
郷
の
山
伏
と

し
て
天
竜
寺
・
和
銅
寺
・
長
学
坊
・
長
鉄
坊
が
載
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

（
一
四
五
頁
）。

　

さ
ら
に
、「
近
世
」
の
第
三
章
「
諸
産
業
と
社
会
生
活
」
第
六
節
「
社

会
生
活
の
諸
相
」
で
は
、
同
じ
嘉
永
五
年
の
「
巨
細
帳
」
を
今
度
は
荻

谷
・
岡
部
家
文
書
と
し
て
紹
介
し
、
そ
の
神
社
支
配
を
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
年
時
点
で
河
原
の
神
明
宮
・
天
満
宮
・
白
山
宮
は

来
光
寺
の
支
配
、
北
川
尻
の
諏
訪
宮
・
若
宮
八
幡
宮
、
宝
達
の
宝
達
山

権
現
千
速
姫
神
社
・
神
明
宮
、
上
田
の
八
幡
宮
ほ
か
二
社
、
上
田
出
の

愛
宕
社
、
御
舘
の
神
明
宮
・
山
王
宮
な
ど
は
和
銅
寺
の
支
配
、
山
崎
の

少
彦
名
社
は
氏
神
で
薬
師
、
大
海
川
尻
と
免
田
の
八
幡
宮
な
ど
は
山
伏
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天
竜
寺
の
支
配
、
と
あ
る
（
四
〇
八
頁
）。
一
三
六
頁
に
一
社
を
持
宮

と
す
る
と
出
る
長
学
坊
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
記
載
が
な
い
。

　

も
っ
と
も
、和
銅
寺
、来
光
寺
、長
学
坊
、天
竜
寺
と
い
う
四
修
験
は
、

加
賀
藩
の
貞
享
由
来
や
天
明
年
間
（
一
七
八
一
―
八
九
）
以
前
と
推
定

さ
れ
る
『
加
州
能
州
越
中
寺
社
方
並
山
伏
等
惣
帳
』（
加
越
能
文
庫
蔵
）

に
は
出
な
い
。
こ
の
理
由
は
後
者
の
成
立
が
貞
享
由
来
に
比
較
的
近
い

と
推
察
さ
れ
、
一
方
で
『
押
水
町
史
』
に
紹
介
さ
れ
た
二
つ
の
史
料
が

一
八
世
紀
後
半
以
降
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
代
に
よ
る
変
化
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
『
山
伏
等
惣
帳
』
に
出
る
羽
咋
郡
の
修
験
は
、

当
山
派
医
王
寺
触
下
の
宝
覚
院
、
万
宝
院
、
明
宝
院
、
岩
本
坊
、
吉
祥

院
、
三
覚
坊
、
三
力
坊
、
と
い
う
七
院
坊
で
あ
る
。

　

な
お
、
森
田
平
次
の
『
能
登
志
徴
』
翻
刻
の
う
ち
口
能
登
に
関
す
る

上
巻
（
石
川
県
図
書
館
協
会
、
一
九
三
八
年
）
に
は
、
貞
享
二
年
の
由

来
書
の
う
ち
上
田
村
宝
覚
院
に
つ
い
て
を
引
用
し
、
記
載
に
そ
の
旨
が

出
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
何
故
か
「
和
銅
寺
は
此
山
伏
な
る
事
い
ち
じ

る
し
」
と
断
定
さ
れ
て
い
る
（
同
翻
刻
二
三
頁
）。

　

と
も
あ
れ
、『
押
水
町
史
』
に
お
い
て
中
世
と
近
世
の
項
目
で
重

ね
て
紹
介
さ
れ
る
も
の
の
、「
巨
細
帳
」
関
連
の
情
報
（
一
三
六
頁
、

四
〇
八
頁
）
は
い
ず
れ
も
表
の
形
で
あ
り
、
当
該
文
書
そ
の
も
の
の
翻

刻
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
と
は
い
え
、
当
地
に
お

け
る
近
世
の
神
社
と
里
山
伏
的
な
修
験
と
の
関
わ
り
が
推
察
さ
れ
、
興

味
が
尽
き
な
い
。

　

二
つ
目
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
竹
内
文
献
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て

一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た「
モ
ー
ゼ
の
墓
」

と
、
当
地
と
の
関
わ
り
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
山
口
県
生
ま
れ
の
婦
人
参
政
権
運
動
家
、
著
述
家
で
あ
っ

た
山
根
菊
子
（
一
八
九
三
―
一
九
六
五
、
筆
名
「
キ
ク
」
を
使
用
す
る

場
合
も
あ
る
）
が
、
モ
ー
ゼ
は
日
本
で
も
活
動
し
、
そ
の
墓
が
押
水
町

（
現
在
の
宝
達
志
水
町
）
に
あ
る
、
と
著
書
『
光
り
は
東
方
よ
り
』（
日

本
と
世
界
社
、
一
九
三
七
年
）
で
主
張
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
同
書

中
で
山
根
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
遺
言
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
ノ

オ
ト
、
ホ
オ
タ
ツ
、
ミ
ツ
ツ
カ
」
云
々
を
宝
達
駅
周
辺
で
探
し
求
め
、

宝
達
山
の
麓
「
ミ
ツ
子
塚
」
が
そ
の
墓
だ
と
特
定
し
た
（
同
書
二
一
二

―
二
三
〇
頁
）。

　

こ
の
「
キ
リ
ス
ト
の
遺
言
書
」
と
は
、
富
山
県
出
身
で
、
茨
城
県
に

本
拠
地
を
置
く
天
津
教
の
教
祖
・
竹
内
巨
麿
（
一
九
六
五
没
）
が
発
表

し
た
、
い
わ
ゆ
る
竹
内
文
書
に
含
ま
れ
る
も
の
ら
し
い
。
竹
内
文
書
は

『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
と
並
び
、
近
年
は
仏
教
学
者
の
末
木
文
美
土
ま

で
も
が
参
照
す
る
⑴
戦
前
の
偽
書
で
あ
り
、
多
数
の
先
行
研
究
が
あ
る
。

　

山
根
は
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
竹
内
文
書
お
よ
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び
竹
内
巨
麿
か
ら
影
響
を
受
け
た
模
様
で
、
宝
達
山
麓
の
「
モ
ー
ゼ
の

墓
」
よ
り
全
国
的
に
は
名
が
知
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
青
森
県
新
郷

村
の
「
キ
リ
ス
ト
の
墓
」
の
発
見
と
定
位
も
、
同
書
で
主
張
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
⑵
。
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
竹
内
巨
麿
が
不
敬
罪
で

逮
捕
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
聖
典
（
竹
内
文
書
）
の
一
部
が
失
わ
れ
た

ら
し
い
⑶
。
そ
の
こ
と
も
影
響
す
る
の
か
、
山
根
菊
子
の
著
作
に
よ
る

こ
う
し
た
説
が
、
少
な
く
と
も
現
地
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
半
世
紀
ほ
ど
後
の
一
九
八
六
年
頃
に
な
っ
て
、
こ
の
三

ツ
子
塚
古
墳
に
竹
内
文
書
の
フ
ァ
ン
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し

い
。
以
下
、
前
世
紀
末
に
文
化
人
類
学
者
・
中
林
伸
浩
が
、
自
ら
が
か

つ
て
参
加
し
て
い
た
崇
教
真
光
の
共
同
調
査
と
比
較
し
な
が
ら
「
モ
ー

ゼ
の
墓
」
を
巡
る
現
地
の
事
情
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
⑷
、
少
し
だ
け

見
て
お
く
。

��

上
記
の
よ
う
な
三
ツ
子
塚
古
墳
へ
の
関
心
の
増
大
に
対
応
し
、
押
水

町
商
工
会
が
一
九
八
九
年
、「
モ
ー
ゼ
ク
ラ
ブ
」
を
設
立
し
、
山
根
菊

子
が
認
定
し
た
「
モ
ー
ゼ
の
墓
」
を
町
興
し
に
利
用
し
よ
う
と
考
え
た

ら
し
い
。
そ
の
一
環
と
し
て
「
モ
ー
ゼ
ス
ワ
イ
ン
」「
モ
ー
ゼ
ス
ジ
ャ

ム
」
な
ど
が
商
品
化
さ
れ
、
商
工
会
青
年
部
の
人
は
宝
達
山
が
シ
ナ
イ

山
に
似
て
い
る
と
云
っ
て
い
る
、
な
ど
と
中
林
は
書
い
て
い
る
。
さ
ら

に
一
九
九
一
年
、
外
部
か
ら
の
反
響
に
手
応
え
を
感
じ
た
押
水
町
が
、

「
ふ
る
さ
と
創
生
」
に
よ
る
助
成
な
ど
一
億
五
千
万
円
を
使
っ
て
三
ツ

子
塚
古
墳
周
辺
を
整
備
し
、一
九
九
三
年
「
伝
説
の
森
モ
ー
ゼ
パ
ー
ク
」

を
オ
ー
プ
ン
し
た
、
と
さ
れ
る
。

　

中
林
論
文
の
後
日
談
を
追
記
し
て
お
く
。
こ
の
「
モ
ー
ゼ
ク
ラ
ブ
」

は
現
在
、
活
動
停
止
状
態
に
あ
る
も
の
の
、「
伝
説
の
森
」
入
口
近
く

に
あ
る
記
帳
所
に
は
、「
モ
ー
ゼ
ク
ラ
ブ
」
銘
の
金
属
製
の
説
明
板
「
何

故
モ
ー
ゼ
の
墓
と
云
わ
れ
る
か
？
」
が
今
も
架
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方

で
、
押
水
町
が
二
〇
〇
五
年
に
志
雄
町
と
合
併
し
て
宝
達
志
水
町
と

な
っ
て
か
ら
は
、
町
の
公
式
サ
イ
ト
に
「
伝
説
の
森
モ
ー
ゼ
パ
ー
ク
」

の
ペ
ー
ジ
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
も
の
の
、
押
水
町
時
代
と
は
町
興

し
の
方
途
と
し
て
の
期
待
が
弱
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
筆
者
が
宝
達
山
を
巡
る
宗
教
文
化
に
対
し
て
抱
く
関
心
の
一

端
を
記
載
し
た
。
続
い
て
、
石
川
県
側
旧
押
水
町
に
お
け
る
宝
達
山
麓

の
神
社
に
つ
い
て
概
要
を
示
す
。
な
お
、「
旧
押
水
町
」
と
限
定
す
る

の
は
、
同
山
麓
は
石
川
県
の
か
ほ
く
市
、
津
幡
町
、
旧
志
雄
町
、
富
山

県
の
氷
見
市
お
よ
び
高
岡
市
に
も
及
ぶ
も
の
の
、
山
頂
が
旧
押
水
町
に

あ
る
こ
と
、
先
に
も
参
照
し
た
『
押
水
町
史
』
で
修
験
に
関
す
る
記
載

が
あ
っ
た
こ
と
、「
モ
ー
ゼ
の
墓
」
も
同
町
域
に
あ
る
こ
と
、
加
え
て

石
川
県
側
の
複
数
の
登
拝
道
が
同
町
域
に
あ
る
こ
と
⑸
、
な
ど
に
よ
る
。
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そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
石
川
県
か
ら
同
町
域
に
鎮
座
す
る
神
社
の

明
細
帳
の
複
写
を
取
り
寄
せ
た
次
第
で
あ
る
。

二
　 
宝
達
山
麓
（
旧
押
水
町
域
）
の
神
社
の
概

要
：
戦
前
か
ら
現
況
ま
で

（
１
）
戦
前
ま
で

　

明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
以
降
の
旧
村
で
、
昭
和
二
九
年

（
一
九
五
四
）
に
押
水
町
と
し
て
合
併
す
る
こ
と
に
な
っ
た
五
村
は
、

北
大
海
村
（
一
〇
大
字
）・
北き
た

荘し
よ
う

村
（
五
大
字
）・
中な

か

荘し
よ
う

村
（
六
大
字
）・

末
森
村
（
四
大
字
）・
柏
崎
村
（
五
大
字
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
記
し

た
旧
村
の
順
序
は
町
の
南
北
と
は
関
係
無
く
、
後
述
す
る
石
川
県
所
蔵

の
神
社
明
細
帳
の
欄
外
に
付
さ
れ
て
い
た
番
号
に
従
っ
て
い
る
。

　

因
み
に
、
北
大
海
村
は
旧
押
水
町
の
南
側
で
Ｊ
Ｒ
免
田
駅
を
含
み
、

西
は
日
本
海
に
接
す
る
。
北
荘
村
は
宝
達
山
の
東
斜
面
の
中
山
間
地
帯

か
ら
宝
達
川
流
域
ま
で
で
、
Ｊ
Ｒ
宝
達
駅
を
含
む
。
中
荘
村
は
そ
の
お

よ
そ
南
側
で
、
宝
達
川
の
左
岸
一
帯
。
末
森
村
は
そ
の
西
側
で
海
岸
近

く
。
柏
崎
村
は
町
の
北
側
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
筆
者
は
こ
の
範
囲
の
神
社
明
細
帳
の
複
写
を
県
（
今
は

新
し
い
県
立
図
書
館
に
あ
る
ら
し
い
が
、
当
時
は
県
庁
に
所
蔵
）
か
ら

取
り
寄
せ
て
い
た
の
で
、
表
１
に
概
要
を
示
す
。
な
お
、
旧
末
森
村
字

今
浜
の
無
格
社
若
宮
八
幡
神
社
お
よ
び
魚
取
神
社
と
い
う
二
社
の
神
社

明
細
帳
が
無
か
っ
た
た
め
、
日
置
謙
が
編
ん
だ
『
石
川
県
の
研
究�

神

社
編
』（
同
県
、
一
九
一
八
年
、
以
下
『
神
社
編
』
と
略
）
の
二
三
六

頁
に
よ
り
、
そ
の
両
社
を
表
に
加
え
て
お
く
。

　

ま
ず
、
表
を
作
成
す
る
際
に
使
っ
た
神
社
明
細
帳
に
関
わ
る
情
報
に

つ
い
て
。
一
般
に
神
社
明
細
帳
は
、明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
の
「
神

社
寺
院
及
境
外
遙
拝
所
等
明
細
帳
書
式
」（
内
務
省
達
乙
第
三
一
号
）

に
基
づ
き
、
項
目
や
用
紙
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
公
文
書
で
あ
り
、
大
正

二
年
（
一
九
一
三
）
の
内
務
省
令
第
六
号
に
よ
り
簡
略
化
さ
れ
た
書
式

と
な
っ
た
。
宗
教
法
人
法
が
一
九
五
一
年
に
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
ど
ち

ら
か
の
書
式
に
基
づ
く
神
社
明
細
帳
が
府
県
の
公
簿
と
な
っ
た
と
さ
れ

る
⑹
。

　

次
に
石
川
県
蔵
の
神
社
明
細
帳
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
旧
稿
二
本
に

詳
し
く
述
べ
た
よ
う
に
⑺
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
二

点
の
み
見
て
お
く
。

　

一
つ
目
。
お
よ
そ
以
下
の
三
種
類
の
書
式
に
分
か
れ
る
。
①
明
治

一
二
年
の
内
務
省
達
が
出
た
直
後
に
提
出
さ
れ
た
、
明
治
一
二
、
あ
る

い
は
一
三
年
な
ど
の
年
月
が
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
。
内
務
省
達

に
指
示
さ
れ
た
書
式
で
は
記
載
年
月
を
書
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
な
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い
が
、
石
川
県
の
神
社
明
細
帳
で
手
書
き
の
も
の
は
ほ
ぼ
年
月
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
②
鎮
座
地
の
移
転
、
神
社
名
の
改
変
な
ど
が
①
の
年
月

以
降
に
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
明
細
帳
が
再
調
製
さ
れ
た
も
の
。
そ
う

し
た
改
変
が
大
正
二
年
よ
り
前
か
後
か
で
、
書
式
が
古
い
も
の
か
大
正

二
年
の
省
略
版
か
に
分
か
れ
る
。
③
活
字
で
印
刷
さ
れ
、
年
月
の
付
記

が
無
い
も
の
。
筆
者
は
一
九
四
〇
年
代
に
再
調
製
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
先
に
注
記
し
た
旧
稿
で
推
察
し
て
い
た
。
書
式
は
も
ち
ろ
ん
、
大

正
二
年
版
で
あ
る
。

　

表
１
の
五
列
目
「
記
載
年
」
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
Ｍ

13
と
あ
る
の
が
①
、（
活
字
）
と
あ
る
の
が
③
で
あ
る
。
②
は
一
点
だ

け
で
、
柏
崎
村
字
敷
浪
の
大
国
主
命
社
が
移
転
新
築
に
よ
り
明
細
帳
を

再
調
製
し
て
い
る
。
書
式
は
大
正
二
年
書
式
の
省
略
版
で
あ
る
。

　

二
つ
目
。
被
合
祀
あ
る
い
は
廃
祀
さ
れ
た
神
社
明
細
帳
が
公
簿
と
し

て
残
る
か
廃
棄
さ
れ
る
か
は
、
府
県
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
石
川
県
の

場
合
は
廃
棄
さ
れ
る
。
神
社
明
細
帳
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

『
神
社
編
』
に
よ
っ
て
表
１
に
追
記
し
た
末
森
村
字
今
浜
の
無
格
社
二

社
は
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
書
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
一
八
年
以
降
に
廃

祀
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
に
も
、
同
じ
旧
村
内
で
神
社
明
細

帳
欄
外
に
付
さ
れ
た
仮
番
号
（
表
１
の
六
列
目
）
が
飛
ん
で
い
る
場
合

は
、
被
合
祀
あ
る
い
は
廃
祀
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う

表１　1910s後半頃の旧押水町域の神社・概要
（神社明細帳および『石川県の研究 神社編』による）

社名
（〇は神社合祀あり）

社格 大字
旧村

(Ｍ22以降)
記載年

明細帳欄外の
仮番号

神明社 村社 森本

北大海

Ｍ13 ４

八幡神社 村社 免田 （活字） ５

八幡神社 村社 川尻 （活字） ６

諏訪神社〇 村社 北川尻 （活字） ８

手速比咩神社〇 村社 東間 （活字） 11

愛宕社 村社 澤川

北荘

Ｍ13 28

宝達神社〇 村社 宝達 （活字） 29

金崎神社 村社 山崎 Ｍ13 30

神明社〇 村社 河原 Ｍ13 31

日吉神社 村社 小川 （活字） 32

御舘神社〇 村社 御舘
中荘

（活字） 33

八幡神社〇 村社 上田 （活字） 36

相見神社 村社 麦生

末森

（活字） 39

八幡神社 村社 今浜 （活字） 40

若宮八幡神社 無格社 今浜

魚取神社 無格社 今浜

日吉神社 村社 米出 （活字） 42

白山社〇 村社 吉田

柏崎

Ｍ13 43

神明社 村社 竹生野 （活字） 44

神明社 村社 宿 Ｍ13 45

大国主命社 村社 �敷浪＊ Ｔ２ 47

＊字敷浪はS30より志雄町
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に
『
押
水
町
史
』
が
嘉
永
五
年
時
点
で
押
水
郷
内
に
五
八
社
が
あ
っ
た

と
し
て
い
る
の
で
、
神
社
明
細
帳
が
調
製
さ
れ
始
め
た
明
治
一
二
年
以

前
も
以
後
も
、
他
社
へ
の
統
合
そ
の
他
の
理
由
で
廃
祀
さ
れ
る
神
社
は

少
な
く
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
表
１
で
基
本
的
な
こ
と
の
み
押
さ
え
て
お
く
。
注

7
の
旧
稿
で
指
摘
し
て
い
た
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い

が
、
石
川
県
で
は
内
務
省
が
神
社
合
祀
の
方
針
を
決
め
た
明
治
三
九
年

（
一
九
〇
六
）
に
県
告
諭
を
出
し
、
無
格
社
廃
祀
と
一
大
字
一
社
と
い

う
二
大
方
針
を
郡
村
に
対
し
て
通
達
し
て
い
る
⑻
。

　

こ
の
う
ち
社
格
に
つ
い
て
は
、
神
社
明
細
帳
が
残
っ
て
い
な
い
二
社

（
表
１
の
第
六
列
、
仮
番
号
の
無
い
も
の
）
が
無
格
社
で
あ
る
以
外
は
、

全
て
村
社
と
さ
れ
て
い
る
。

　

大
字
と
神
社
数
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
北
荘
村
は
大
字
数
（
五
大

字
）
と
神
社
数
と
が
一
致
す
る
の
で
、
こ
の
村
は
一
大
字
一
社
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
北
大
海
村
（
一
〇
大
字
）、
中
荘
村
（
六
大
字
）、

柏
崎
村
（
五
大
字
）
は
大
字
数
が
神
社
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
三
旧
村
で
は
神
社
無
し
の
大
字
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
で
四
大
字
の
末
森
村
は
、
明
細
帳
の
残
っ
て
い
な
い
無
格
社
を

加
え
る
と
、
大
字
数
よ
り
神
社
数
が
多
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
は
い

え
、
大
字
今
浜
に
三
社
あ
っ
た
だ
け
で
、
大
字
今
浜
新
に
は
一
社
も
無

か
っ
た
模
様
で
あ
る
。

　

後
に
神
社
明
細
帳
お
よ
び
『
神
社
編
』
以
後
の
変
化
を
見
る
こ
と
に

な
る
が
、
こ
の
よ
う
に
一
大
字
一
社
で
な
か
っ
た
大
字
に
対
す
る
対
処

と
い
う
要
求
が
あ
っ
た
の
で
は
、
と
推
察
さ
れ
る
。

  （
２
）
現
況　

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
昭
和
二
九
年
一
一
月
、
羽
咋
郡
の
北
大
海
村
、

北
荘
村
、
中
荘
村
、
末
森
村
、
柏
崎
村
と
い
う
五
村
三
〇
大
字
が
合
併

し
、
押
水
町
が
誕
生
し
た
。
な
お
、
後
に
柏
崎
村
の
五
大
字
の
う
ち
敷

波
・
敷
浪
の
二
大
字
が
志
雄
町
に
分
離
・
合
併
し
た
た
め
二
八
大
字
と

な
っ
た
が
、
神
社
明
細
帳
の
成
立
は
そ
れ
以
前
で
あ
る
の
で
、
先
の
表

１
は
元
の
三
〇
大
字
の
範
囲
と
し
て
い
る
。

　

明
治
末
以
降
の
神
社
合
祀
に
つ
い
て
は
次
節
で
具
体
的
に
触
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
旧
押
水
町
領
域
（
二
八
大
字
時
代
）
に
お
け
る

神
社
の
現
況
を
表
２
と
し
て
示
す
。
典
拠
は
、
石
川
県
神
社
庁
の
公
式

サ
イ
ト
で
あ
る
⑼
。

　

表
１
と
の
違
い
を
見
る
前
に
、
手
速
比
咩
神
社
の
鎮
座
地
を
二
つ
の

表
で
変
え
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
周
知
の
よ
う
に
同
神
社
は

山
頂
の
上
社
と
麓
の
下
社
と
が
あ
る
。
活
字
に
よ
る
神
社
明
細
帳
で
手
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速
比
咩
神
社
は
、
鎮
座
地
を
北
大
海
村
字
東
間
と
し
、「
社
殿
間
数
」

項
目
で
本
社
の
本
殿
・
拝
殿
の
記
載
に
続
い
て
、
奥
社
に
つ
い
て
中
荘

村
上
田
大
字
村
外
と
し
て
い
る
。『
神
社
編
』
で
も
鎮
座
地
を
北
大
海

村
字
東
間
と
し
て
い
る
の
で
、
表
１
で
は
北
大
海
村
に
入
れ
て
い
た
。

　

対
し
て
表
２
で
典
拠
と
し
て
い
る
石
川
県
神
社
庁
の
公
式
サ
イ
ト
で

は
、
鎮
座
地
を
二
つ
併
記
し
、
先
に
上
田
外
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
ち

ら
で
は
旧
中
荘
村
に
入
れ
て
お
い
た
。
こ
の
手
速
比
咩
神
社
は
戦
前
ま

で
の
社
格
は
村
社
で
あ
っ
た
が
、
延
喜
式
内
社
と
さ
れ
る
た
め
、
数
多

く
の
先
行
文
献
が
あ
る
。
祭
神
論
も
山
頂
と
麓
の
社
そ
れ
ぞ
れ
に
複
数

あ
る
。

　

と
は
い
え
、鎮
座
地
に
つ
い
て
は
先
述
の
神
社
明
細
帳
や
『
神
社
編
』

の
よ
う
に
、
山
麓
の
東
間
を
主
と
捉
え
る
見
方
が
主
流
と
思
わ
れ
る
。

東
間
鎮
座
説
を
主
張
す
る
も
の
に
、『
能
登
国
式
内
等
旧
社
記
』⑽
、
貞

享
二
年
の
神
社
書
き
上
げ
、『
加
越
能
三
州
地
理
志
稿
』（
一
八
三
〇
年

脱
稿
か
）、鈴
鹿
連
胤
『
神
社
覈
録
』（
一
八
七
〇
年
完
成
）、栗
田
寛
『
神

祇
志
料
』（
一
八
七
三
年
刊
）、『
特
選
神
名
帳
』（
一
八
七
八
年
手
稿
完
成
、

な
お
東
間
村
を
鹿
島
郡
と
す
る
）、
森
田
平
次
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る

仮
称『
石
川
県
神
社
誌
』⑾
、和
田
文
次
郎
の『
羽
咋
志
』（
一
九
〇
九
年
）、

竹
内
利
通
の
『
加
賀
能
登
式
社
私
考
録
』
⑿
（
一
九
二
八
年
）、
な
ど
が

あ
る
。

表２　旧押水町域の神社・現況（石川県神社庁公式サイトより）

社　名 鎮座地 旧村 氏子範囲

神明社 森本

北大海

森本

八幡神社 免田 免田

八幡神社 大海川尻 大海川尻

白山神社 坪山 坪山

諏訪神社 北川尻 北川尻

白山神社 冬野 冬野

細幡神社 正友 正友

菅原神社 紺屋町 紺屋

神明神社 東野 東野

宝達神社 宝達口

北荘

紺屋町外，宝達

金崎神社 山崎 平床，山崎

神明社 河原 河原

日吉神社 小川 小川

御舘神社 御舘

中荘

御舘

手速比咩神社 上田外 東間

八幡神社 上田外 上田

相見神社 麦生

末森

麦生

八幡神社 今浜 今浜

日吉神社 米出 米出

白山神社 南吉田

柏崎

南吉田

神明社 竹生野 竹生野

神明社 宿 宿
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次
に
、
手
速
比
咩
神
社
以
外
で
表
１
と
表
２
の
違
い
を
旧
村
別
に
見

て
ゆ
く
。

　

旧
・
北
大
海
村
に
つ
い
て
は
、
こ
の
手
速
比
咩
神
社
が
除
か
れ
た
以

外
に
、
五
社
が
表
２
に
新
た
に
加
わ
っ
て
い
る
。
坪
山
の
白
山
神
社
、

冬
野
の
白
山
神
社
、
正
友
の
細
幡
神
社
、
紺
屋
町
の
菅
原
神
社
、
東
野

の
神
明
神
社
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
新
た
に
加
わ
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は

神
社
合
祀
を
扱
う
次
節
で
補
足
的
に
考
察
す
る
が
、
現
時
点
で
は
完
全

に
解
明
で
き
な
い
こ
と
を
予
め
記
し
て
お
く
。

　

旧
・
北
荘
村
で
は
、
表
１
に
出
て
い
た
澤
（
沢
）
川
の
村
社
愛
宕

社
が
見
当
た
ら
な
い
。
石
川
県
神
社
庁
の
公
式
サ
イ
ト
で
は
「
沢
川
」

（
読
み
は
「
そ
う
ご
」）
で
検
索
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
地

名
の
氏
子
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

Google�M
ap

に
こ
の
地
名
を
入
力
す
る
と
、
領
域
の
北
側
に
「
愛
宕

神
社
旧
跡
」
と
出
る
の
で
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
理
由
で
廃
祀
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
社
は
同
じ
石
川
県
神
社
庁
が
一
九
七
六
年
に
刊

行
し
た
『
石
川
県
神
社
誌
』
に
は
三
〇
五
頁
に
出
て
い
た
の
で
、
廃
祀

と
な
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

旧
・
中
荘
村
で
は
、
先
に
述
べ
た
手
速
比
咩
神
社
を
追
加
し
た
こ
と

で
一
社
増
え
て
い
る
。

　

旧
・
末
森
村
は
、
神
社
明
細
帳
の
残
さ
れ
て
い
な
い
無
格
社
二
社
が

消
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
も
推
定
し
た
よ
う
に
、
一
九
一
八
年
刊

『
神
社
編
』
の
後
に
何
ら
か
の
経
緯
で
廃
祀
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

旧
・
柏
崎
村
に
つ
い
て
は
、
字
敷
浪
の
大
国
主
命
神
社
が
昭
和
三
〇

年
に
志
雄
町
所
属
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
除
い
た
の
み
で
、
他
は
変

わ
っ
て
い
な
い
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
表
１
か
ら
表
２
ま
で
の
九
〇
年
余
り
の
間

に
、明
ら
か
に
廃
祀
さ
れ
た
も
の
が
計
三
社
、増
え
た
の
が
五
社
と
な
っ

て
い
る
。
も
っ
と
も
前
者
に
つ
い
て
は
、
表
１
に
お
い
て
廃
祀
さ
れ
た

神
社
の
明
細
帳
が
も
と
も
と
除
か
れ
て
い
る
の
で
、
廃
祀
さ
れ
た
合
計

が
三
社
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
者
の
増
加
分

と
併
せ
て
、
次
節
で
明
治
末
の
神
社
合
祀
を
見
る
こ
と
に
よ
り
再
確
認

し
た
い
。

三
　
旧
押
水
町
域
に
お
け
る
神
社
合
祀

　

表
１
の
第
一
列
に
〇
を
付
け
た
神
社
が
、
神
社
明
細
帳
に
他
社
を
合

併
し
た
記
載
の
あ
っ
た
神
社
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
神
社
に
つ
い
て
の
合

祀
関
連
情
報
を
、
表
３
に
纏
め
た
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
合
併
の
情
報
は
石
川
県
の
神
社
明
細
帳
の
場
合
、

前
節
（
１
）
の
表
現
で
書
式
①
で
は
欄
外
に
朱
字
で
追
記
さ
れ
、
書
式
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表
３

　
旧

押
水

町
に

お
け

る
神

社
合

祀
の

概
要

社
　
名

鎮
座
地

合
併
年

合
併
・

移
転
先

被
合
併
社
の
社
格
，
数
；
社
名

地
種

境
内
坪
数

供
進
社

指
定
年

Ｍ
５
鎮
座

地
戸

数
（
能
登
生
産
記
）

諏
訪
神
社

北
大
海
村
字
北
川
尻

Ｍ
4
0

本
社

無
格
社
１
；
八
幡
＠
同
字

国
3
3
0

Ｍ
3
9

1
2
3

手
速
比
咩
神
社

北
大
海

村
字
東
間

Ｍ
4
0

本
社

村
社

４
；

菅
原

＠
字

紺
屋

町
，

細
幡

＠
字

正
友

，
白

山
＠

字
坪

山
，

白
山

＠
字

冬
野

官
1
0
0
0
＋
9
0
0

Ｍ
4
1

4
9

宝
達
神
社

北
荘

村
字
宝
達

Ｍ
4
0

本
社

村
社
１
；
神
明
社
＠
同
字

国
2
4
6

Ｍ
4
0

1
2
4

神
明
社

北
荘

村
字
河
原

Ｍ
4
0

本
社

無
格
社
２
；
菅
原
，
白
山
＠
同
字

官
7
0
7

Ｍ
4
1

7
8

御
舘
神
社

中
荘

村
字
御
舘

Ｍ
4
0

本
社

無
格
社
１
；
山
王
＠
同
字

国
4
2
5

Ｍ
4
1

4
6

八
幡
神
社

中
荘

村
字
上
田

Ｍ
4
0

本
社

村
社

２
；

住
吉

＠
字

三
日

町
，

日
吉

＠
字

門
前

＋
無

格
社

４
；

白
山

＠
字

中
野

，
寒

之
＠

字
上

田
出

，
秋

葉
＠

字

上
田

，
春

日
＠

字
上

田

国
7
8
6

Ｍ
3
9

1
0
8

白
山
社

柏
崎

村
字
吉
田

Ｍ
4
1

本
社

無
格
社
１
；
神
明
＠
同
字

官
＋
民

1
1
9
＋
3
1

Ｍ
4
3

7
5
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③
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、「
由
緒
」
項
目
に
表
形
式
で
、
被
合
併
神

社
の
情
報
が
社
名
、
社
格
、
鎮
座
地
、
合
併
の
許
可
と
届
出
年
月
日
な

ど
が
付
記
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
手
速
比
咩
神
社
だ
け
活
字
の
様
式
が

他
と
は
異
な
り
、
合
祀
に
つ
い
て
の
表
が
無
く
、「
由
緒
」
項
目
の
文

言
中
の
み
で
合
祀
の
子
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。
書
式
は
、
明
治
一
二
年

の
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
。一
社
の
み
の
②（
敷
浪
の
大
国
主
神
社
）は
、

今
回
の
事
例
で
は
他
社
を
合
併
し
た
記
載
が
無
か
っ
た
。

　

ま
ず
、
表
３
の
第
四
列
「
合
併
・
移
転
先
」
に
つ
い
て
。
見
ら
れ
る

よ
う
に
境
内
ヘ
の
移
転
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。過
去
の
拙
稿
の
よ
う
に（
前

掲
注
7
）、
能
美
郡
の
事
例
（
小
松
市
南
郊
外
）
で
は
合
併
時
に
境
内

社
と
し
て
移
転
す
る
場
合
が
若
干
あ
っ
た
が
、
石
川
郡
の
事
例
（
旧
松

任
町
周
辺
）
で
は
境
内
社
ど
う
し
の
合
併
、
本
社
の
境
内
社
が
本
社
に

合
併
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
他
社
の
本
社
境
内
社
へ
の
移
転

は
無
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神
社
の
統
廃
合
に
お
い
て
境
内
社
を
利

用
す
る
か
ど
う
か
に
は
地
域
差
が
見
ら
れ
る
が
⒀
、
羽
咋
郡
の
本
事
例

で
は
そ
れ
が
皆
無
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
石
川
県
の
明
治
三
九
年
県
告
諭
と
の
対
応
に
つ
い
て
。
こ
の

告
諭
が
無
格
社
廃
祀
と
一
大
字
一
社
を
通
達
し
て
い
た
の
で
、
被
合
併

神
社
が
無
格
社
で
、
合
祀
し
た
神
社
（
表
３
の
第
一
列
）
と
同
じ
大
字

で
あ
る
場
合
、
こ
の
通
達
に
即
し
た
合
併
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
北
川

尻
の
諏
訪
神
社
、
河
原
の
神
明
社
、
御
舘
神
社
、
吉
田
の
白
山
社
は
こ

れ
に
相
当
す
る
。
因
み
に
、
こ
れ
ら
四
社
の
う
ち
北
川
尻
の
諏
訪
神
社

と
御
舘
神
社
（
元
の
神
明
宮
）
は
、
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
一
九
世
紀
中

頃
に
は
当
山
派
山
伏
の
和
銅
寺
が
、
河
原
の
神
明
社
は
同
じ
く
来
光
寺

が
、
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
し
て
い
た
。

　

残
り
の
三
社
は
、
同
字
の
村
社
を
合
併
し
て
い
る
宝
達
神
社
、
村
社

を
含
む
他
大
字
の
神
社
を
合
併
し
て
い
る
手
速
比
咩
神
社
と
上
田
の
八

幡
神
社
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
宝
達
神
社（
元
の
宝
達
山
権
現
で
あ
ろ
う
）

と
上
田
の
八
幡
神
社
は
、
か
つ
て
当
山
派
和
銅
寺
が
支
配
し
て
い
た
。

　

以
下
、
後
の
三
社
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
過
去
の
拙
稿
で

利
用
し
た
皇
国
地
誌
が
羽
咋
郡
に
つ
い
て
は
編
纂
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
皇
国
地
誌
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
、
か
な
り
情
報
量
が
少
な
い

も
の
の
、
近
世
村
を
継
承
し
た
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
時
点
で
の
村

個
々
の
戸
数
情
報
の
載
る
『
能
登
生
産
記
』⒁
を
、適
宜
参
照
し
て
ゆ
く
。

表
３
に
は
、
他
社
を
合
併
し
た
神
社
の
鎮
座
す
る
村
の
こ
の
年
に
お
け

る
戸
数
を
、
同
資
料
に
よ
っ
て
九
列
目
に
記
載
し
て
お
く
。

　

宝
達
神
社
：
被
合
併
社
は
同
字
の
村
社
神
明
社
と
さ
れ
て
い
る
。
神

社
明
細
帳
の
表
形
式
の
箇
所
で
は
神
明
社
の
鎮
座
地
を
「
字
宝
達
」
と

す
る
の
み
で
あ
る
が
、「
由
緒
」
で
は
本
社
は
元
は
神
明
社
と
称
し
て

お
り
、「
通
称
野
田
ニ
鎮
座
ノ
神
明
社
ヲ
合
併
シ
宝
達
神
社
ト
改
称
ス
」
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と
し
て
い
る
。『
神
社
編
』
と
同
じ
日
置
謙
に
よ
っ
て
前
年
に
編
ま
れ

た
『
羽
咋
郡
誌
』（
一
九
一
七
年
）
四
六
七
頁
に
も
、
旧
称
が
神
明
社

で
こ
の
時
の
合
祀
で
現
称
に
改
称
し
た
件
が
載
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
石
川
県
の
神
社
明
細
帳
は
廃
祀
さ
れ
た
神
社
の
分

が
捨
て
ら
れ
る
の
で
（『
羽
咋
郡
誌
』
お
よ
び
『
神
社
編
』
に
も
掲
載

さ
れ
て
い
な
い
）、
被
合
併
社
で
あ
る
同
字
（
通
称
野
田
）
の
村
社
神

明
社
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
は
分
か
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
、『
能

登
生
産
記
』
の
戸
数
情
報
を
見
て
お
く
。

　

表
３
は
他
社
を
合
併
し
た
神
社
の
み
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
以

外
の
表
１
の
範
囲
で
『
能
登
生
産
記
』
の
戸
数
情
報
を
調
べ
る
と
、
最

多
が
村
社
八
幡
神
社
（
明
細
帳
欄
外
の
仮
番
号
40
）
の
鎮
座
す
る
今
浜

村
の
二
八
七
戸
で
、
宝
達
神
社
の
鎮
座
す
る
宝
達
村
の
一
二
四
戸
は
そ

の
半
数
を
下
回
る
も
の
の
、
表
１
掲
載
神
社
の
中
で
は
次
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宝
達
村
（
明
治
二
二
年
よ
り
大
字
宝
達
）
が
旧
押
水
町
域
で

比
較
的
人
口
が
多
か
っ
た
の
で
、
合
祀
が
な
さ
れ
た
明
治
四
〇
年
ま
で

は
村
社
が
二
社
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
合
祀
は
、
一
大
字

一
社
と
い
う
県
告
諭
の
方
針
に
従
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

上
田
の
八
幡
神
社
：
前
節
（
２
）
で
も
見
た
よ
う
に
手
速
比
咩
神
社

に
つ
い
て
は
複
雑
な
問
題
が
種
々
絡
ん
で
く
る
の
で
、
先
に
こ
ち
ら
か

ら
検
討
す
る
。

　

同
社
の
活
字
に
よ
る
神
社
明
細
帳
で
は
、
由
緒
の
本
文
で
合
祀
が
触

れ
ら
れ
ず
、
表
形
式
で
表
３
に
示
し
た
よ
う
な
大
字
内
外
の
計
六
社
の

合
祀
が
記
載
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
六
社
の
う
ち
、
同
じ
大
字
上

田
の
被
合
祀
社
は
、
無
格
社
秋
葉
神
社
と
同
春
日
神
社
の
二
社
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
こ
の
明
治
四
〇
年
の
合
併
時
ま
で
は
、
大
字
上
田
内
に

村
社
一
社
と
無
格
社
二
社
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。『
能
登
生
産
記
』

に
よ
る
上
田
村
の
戸
数
は
表
３
の
よ
う
に
一
〇
八
戸
で
、
先
の
大
字
宝

達
よ
り
は
や
や
少
な
め
だ
が
、
旧
押
水
町
域
と
し
て
は
戸
数
が
そ
こ
そ

こ
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　

被
合
祀
社
で
こ
の
二
社
以
外
の
四
社
で
あ
る
が
、
表
３
の
同
神
社
に

つ
い
て
の
第
五
列
の
順
（
神
社
明
細
帳
「
由
緒
」
表
形
式
部
分
の
掲
載

順
）
で
三
日
町
、
門
前
、
上
田
出
、
中
野
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
上
田
と
同

じ
中
荘
村
の
大
字
で
あ
っ
た
。
他
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
四

大
字
に
あ
っ
た
被
合
祀
社
の
神
社
明
細
帳
は
存
在
せ
ず
、『
羽
咋
郡
誌
』

お
よ
び
『
神
社
編
』
に
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、『
能
登
生
産
記
』
に
お
け
る
被
合
祀
社
が
か
つ
て
あ
っ
た

大
字
（
明
治
五
年
時
点
の
村
）
に
つ
い
て
、各
々
の
戸
数
を
見
て
お
く
。

こ
れ
は
表
３
に
は
出
て
い
な
い
が
、
三
日
町
が
六
戸
、
門
前
が
一
七
戸
、

中
野
が
一
一
戸
、
上
田
出
が
三
八
戸
と
さ
れ
て
お
り
、
一
〇
八
戸
の
上

田
よ
り
四
者
と
も
か
な
り
少
な
い
。
こ
の
う
ち
、
中
野
と
上
田
出
の
被
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合
祀
社
は
無
格
社
だ
っ
た
の
で
、
無
格
社
廃
祀
の
県
告
諭
に
従
っ
た
だ

け
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
三
日
町

と
門
前
の
両
村
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鎮
座
地
の
人
口
が
少
な
い
為
に
大

字
を
超
え
て
合
祀
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
拙
稿
の
う
ち
石
川
郡
の
旧
松

任
町
を
扱
っ
た
由
谷
二
〇
二
一
年
論
文
で
、
類
似
し
た
例
と
し
て
石
川

郡
比
楽
島
村
の
大
字
上
安
田
の
郷
社
上
安
田
八
幡
神
社
が
大
字
福
永
の

村
社
白
山
神
社
を
大
正
四
年
に
合
祀
し
た
件
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
。

当
地
で
は
皇
国
地
誌
が
残
っ
て
お
り
、
合
祀
さ
れ
た
側
の
大
字
福
永
の

前
身
・
福
永
村
が
六
軒
、
人
数
三
二
、
対
し
て
合
祀
し
た
側
の
大
字
上

安
田
の
前
身
・
上
安
田
村
は
六
四
軒
で
三
六
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
報

告
し
て
い
た
（
掲
載
誌
八
頁
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
例
は
郷
社
が
他
大

字
の
村
社
を
合
祀
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
上
記
頁
で
は
他
に
村
社
（
中

奥
村
大
字
幸
明
の
霞
野
神
社
）
が
他
大
字
の
村
社
（
同
村
大
字
町
の
比

咩
八
幡
神
社
）
を
合
祀
し
た
ケ
ー
ス
に
も
触
れ
て
い
た
が
、
そ
の
場
合

は
両
大
字
（
皇
国
地
誌
に
お
け
る
村
）
の
人
口
差
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な

か
っ
た
（
一
九
軒
で
一
〇
〇
人
の
幸
明
村
に
対
し
て
、
町
村
は
一
一
軒

で
六
二
人
）。

　

と
も
あ
れ
、『
能
登
生
産
記
』
に
は
人
口
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の

で
同
じ
よ
う
な
考
察
は
で
き
な
い
も
の
の
、
村
社
で
あ
っ
て
も
他
大
字

の
村
社
以
上
の
社
格
の
神
社
に
合
祀
さ
れ
、
神
社
無
し
の
大
字
が
生
ま

れ
る
こ
と
の
考
え
ら
れ
る
背
景
と
し
て
、
そ
の
大
字
の
人
口
が
少
な
い

こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
で
あ
る
に
し
て
も
、
上
田
の
八

幡
神
社
が
含
ま
れ
る
中
荘
村
は
合
計
六
大
字
か
ら
成
っ
て
い
た
の
で
、

表
１
の
よ
う
に
も
う
一
つ
の
御
舘
神
社
と
併
せ
て
二
社
し
か
存
置
さ
れ

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
神
社
無
し
の
大
字
が
四
つ
生
ま
れ
た
こ
と
に
な

り
、
た
と
え
そ
れ
ら
大
字
の
人
口
が
少
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
中
荘
村

は
か
な
り
強
引
に
合
祀
を
行
っ
た
村
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
⒂
。

　

手
速
比
咩
神
社
：
上
記
の
よ
う
に
同
社
の
神
社
明
細
帳
は
活
字
に
よ

る
が
、他
の
活
字
に
よ
る
明
細
帳
と
は
形
式
が
異
な
っ
て
お
り
、「
由
緒
」

項
目
に
合
祀
神
社
を
示
す
表
が
無
く
、
同
項
目
本
文
で
簡
略
に
被
合
祀

社
を
列
挙
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
「
由
緒
」
で
は
、
山
上
の

神
祠
の
銘
で
あ
っ
た
「
宝
達
大
明
神
」
を
明
治
四
〇
年
に
手
速
比
咩
神

社
と
合
併
し
て
社
号
を
手
速
比
咩
神
社
と
称
し
、
山
上
の
社
を
奥
社
、

山
麓
の
社
を
本
社
と
す
る
こ
と
を
記
し
た
後
、「
且
」
と
し
て
他
大
字

の
四
村
社
を
合
併
し
た
旨
が
短
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
下

両
社
の
合
併
の
つ
い
で
に
行
っ
た
よ
う
な
書
き
方
で
あ
っ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
合
併
さ
れ
た
四
つ
の
村
社
の
元
の
大
字
は
、
表
３
の
同

神
社
第
五
列
の
通
り
紺
屋
町
、
正
友
、
坪
山
、
冬
野
で
あ
っ
た
。
こ
の

ケ
ー
ス
で
も
廃
祀
さ
れ
た
神
社
の
明
細
帳
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
羽
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咋
郡
誌
』『
神
社
編
』
に
も
上
記
四
社
の
情
報
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、『
神
社
編
』
二
三
三
頁
で
は
明
治
四
〇
年
に
山
上
の
明
神

の
「
合
併
」
を
記
し
た
う
え
で
、「
且
つ
」
表
３
と
同
じ
四
社
を
「
合
祀
」

し
た
と
出
て
お
り
、『
羽
咋
郡
誌
』
四
四
六
頁
で
は
「
近
年
付
近
の
五

社
を
併
合
せ
り
」
と
あ
る
。
一
社
多
い
分
が
山
上
の
宝
達
大
明
神
を
指

す
の
か
ど
う
か
。

　
『
能
登
生
産
記
』に
よ
れ
ば
、上
記
四
大
字（
の
前
身
の
村
）の
戸
数
は
、

そ
れ
ぞ
れ
五
〇
、一
八
、三
七
、五
〇
で
あ
り
、
手
速
比
咩
神
社
の
本
社

が
鎮
座
す
る
東
間
が
同
書
で
四
九
戸
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
わ
ず
か
で

は
あ
る
が
紺
屋
町
と
冬
野
が
上
回
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
先
の
上
田
八
幡

神
社
の
合
祀
事
情
と
異
な
る
点
で
あ
り
、
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ

う
か
。

　

こ
の
こ
と
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
拙
稿
の
う
ち
由
谷
二
〇
二
〇

年
論
文
で
取
り
上
げ
た
旧
・
能
美
郡
粟
津
村
字
井
口
の
八
幡
神
社
（
掲

載
誌
一
六
八
頁
の
表
２
、
事
例
二
〇
社
の
う
ち
⑰
）
の
合
祀
経
緯
で
あ

ろ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
同
じ
粟
津
村
内
の
別
大
字
の
村
社
五
社
が

明
治
四
一
年
に
同
社
へ
と
合
祀
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
皇
国
地
誌
が

残
っ
て
い
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
の
大
字
（
明
治
二
二
年
以
前
は
村
）
の
戸

数
と
人
口
が
分
か
る
⒃
。
そ
の
情
報
は
上
記
論
文
に
載
せ
て
い
な
い
が
、

い
ま
皇
国
地
誌
に
よ
る
と
、
合
祀
し
た
方
の
神
社
の
あ
る
井
口
村
は

一
九
軒
で
八
二
人
と
出
て
い
る
。
対
し
て
合
祀
さ
れ
た
五
村
社
が
鎮
座

し
て
い
た
大
字
は
、
日
用
、
西
荒
谷
、
西
原
、
白
山
田
、
小
山
田
で
あ
っ

た
（
能
美
郡
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ら
廃
祀
と
な
っ
た
五
社
の
神
社
明
細

帳
は
残
さ
れ
て
い
な
い
）。
こ
れ
ら
五
大
字
の
前
身
に
つ
い
て
皇
国
地

誌
を
見
る
と
、
日
用
村
は
一
五
戸
で
五
九
人
、
西
荒
谷
村
は
一
〇
軒
で

四
〇
人
、
西
原
村
は
九
軒
で
三
六
人
、
白
山
田
村
は
二
九
軒
で
一
二
一

人
、
小
山
田
村
は
三
三
軒
で
一
三
九
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
合
祀
し
た
方
の
八
幡
神
社
が
鎮
座
す
る
井
口
村

（
後
の
粟
津
村
大
字
井
口
）
と
比
べ
て
、
被
合
祀
神
社
（
そ
れ
ぞ
れ
白

山
神
社
と
八
幡
神
社
）
が
か
つ
て
鎮
座
し
て
い
た
白
山
田
・
小
山
田
の

方
が
、
戸
数
人
口
と
も
上
回
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
原
因
な
の
か
ど

う
か
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
四
一
年
に
大
字
井
口
の
村
社
八
幡
神
社
に

合
祀
さ
れ
た
上
記
五
大
字
そ
れ
ぞ
れ
の
村
社
は
、
い
ず
れ
も
昭
和
二
一

年
（
一
九
四
六
）
に
「
分
離
独
立
」
し
た
と
さ
れ
る
⒄
。
神
社
合
祀
研

究
で
使
わ
れ
る
用
語
で
は
、
復
祀
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

��

一
方
、
前
節
の
（
２
）
で
神
社
明
細
帳
お
よ
び
『
神
社
編
』
よ
り
増

加
し
た
神
社
と
し
て
、
旧
北
大
海
村
で
五
社
を
あ
げ
て
い
た
（
表
２
）。

そ
の
う
ち
、
坪
山
の
白
山
神
社
、
冬
野
の
白
山
神
社
、
正
友
の
細
幡
神

社
、
紺
屋
町
の
菅
原
神
社
と
い
う
四
社
は
、
明
治
四
〇
年
の
手
速
比
咩

神
社
の
上
下
社
合
併
に
伴
っ
て
そ
の
下
社
（
本
社
）
に
合
併
さ
れ
た
こ
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と
が
、
活
字
で
年
次
不
記
載
の
神
社
明
細
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
た
（
表

３
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
四
社
は
敗
戦
後
に
復
祀
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
⒅
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
被
合
祀
社
の
鎮
座
地
の
う
ち
冬
野
と
紺

屋
町
は
、
合
併
先
の
大
字
東
間
よ
り
明
治
五
年
時
点
で
は
戸
数
が
少
し

だ
け
多
か
っ
た
。

　

こ
こ
か
ら
、
や
や
短
絡
的
な
推
論
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
能
美
郡
粟

津
村
字
井
口
の
八
幡
神
社
へ
の
周
辺
五
村
社
の
合
祀
ケ
ー
ス
に
お
い

て
、
合
祀
し
た
側
の
神
社
が
鎮
座
す
る
大
字
の
戸
数
人
口
が
、
被
合
祀

神
社
の
大
字
の
一
部
よ
り
少
な
い
こ
と
が
、
敗
戦
後
に
復
祀
し
た
背
景

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
類
似
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
坪
山
の
白
山
神
社
以
下
計
四
社
の
由
緒
を
石
川
県
神
社

庁
の
公
式
サ
イ
ト
お
よ
び
同
庁
の
『
石
川
県
神
社
誌
』（
三
一
八
頁
）

で
見
る
限
り
、
明
治
四
〇
年
に
手
速
比
咩
神
社
へ
合
祀
さ
れ
た
こ
と
は

記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
神
社
庁
サ
イ
ト
お
よ
び
『
石
川
県

神
社
誌
』
双
方
で
、
五
社
全
て
の
由
緒
に
「
合
併
」
が
明
記
さ
れ
て
い

る
粟
津
の
ケ
ー
ス
と
は
全
く
異
な
る
。
こ
れ
ら
四
社
の
神
社
明
細
帳
が

残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
先
述
の
よ
う
に
『
羽
咋
郡
誌
』『
神
社
編
』
に
も

立
項
さ
れ
て
い
な
い
一
方
で
、
四
社
が
明
治
四
〇
年
に
合
祀
さ
れ
た
こ

と
は
手
速
比
咩
神
社
の
神
社
明
細
帳
に
も
上
記
両
書
の
当
該
神
社
の
項

目
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
四
社
が
合
祀
に
よ
り
廃
祀
さ
れ
た
こ

と
は
史
実
と
し
て
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
現
在
、

こ
れ
ら
四
社
の
由
緒
で
手
速
比
咩
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
触

れ
ら
れ
な
い
の
は
釈
然
と
し
な
い
。

　

前
節
（
２
）
で
増
加
し
た
神
社
と
し
て
旧
北
大
海
村
で
も
う
一
社
あ

げ
た
東
野
の
神
明
神
社
（
表
２
参
照
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
神
社
明

細
帳
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
羽
咋
郡
誌
』『
神
社
編
』
に
も
記
載
さ
れ

て
い
な
い
。
か
つ
、手
速
比
咩
神
社
の
神
社
明
細
帳
に
も
『
羽
咋
郡
誌
』

『
神
社
編
』
に
も
、
合
祀
し
た
神
社
と
し
て
は
出
て
い
な
い
。
に
も
拘

わ
ら
ず
、『
石
川
県
神
社
誌
』
お
よ
び
石
川
県
神
社
庁
の
公
式
サ
イ
ト

に
は
、
旧
村
社
と
し
て
由
緒
が
記
載
さ
れ
て
い
る
⒆
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
廃
祀
さ
れ
た
神
社
の
明
細
帳
を
廃
棄
す
る
と
い
う

石
川
県
の
方
針
に
起
因
す
る
所
が
大
で
あ
る
が
、
旧
北
大
海
村
の
神
社

合
祀
お
よ
び
復
祀
に
つ
い
て
は
解
明
で
き
な
い
問
題
が
少
な
か
ら
ず

残
っ
て
い
る
。

　
　

注

⑴　

末
木
文
美
土
『
近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ⅲ　

他
者
・
死
者
た
ち

の
近
代
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
一
〇
年
）、
六
二
頁
。
同
書

に
は
、『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
を
論
じ
た
パ
ー
ト
も
あ
る
。
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⑵　

よ
り
詳
し
い
情
報
が
、
山
根
キ
ク
『
キ
リ
ス
ト
は
日
本
で
死
ん
で

い
る
』（
平
和
世
界
社
、
一
九
五
八
年
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑶　

竹
内
文
書
の
う
ち
翻
刻
さ
れ
て
利
用
で
き
る
の
は
、
八
幡
書
店
か

ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
神
代
秘
史
資
料
集
成
』
の
天
の
巻
、
地
の

巻
、
人
の
巻
と
い
う
三
巻
の
み
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
裁
判
の
過

程
で
失
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

⑷　

中
林
伸
浩
「
新
宗
教
の
日
本
イ
メ
ー
ジ
」（
青
木
保
・
梶
原
景
昭

≪
編
≫
『
情
報
社
会
の
文
化
Ⅰ　

情
報
化
と
ア
ジ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）。
中
林
は
、
山
根
菊
子
の
言

説
や
そ
れ
が
影
響
を
受
け
た
竹
内
文
書
の
世
界
観
を
新
宗
教
に
お

け
る
「
帝
国
」
日
本
イ
メ
ー
ジ
と
捉
え
、
先
例
と
し
て
出
口
王
仁

三
郎
の
『
霊
界
物
語
』
と
崇
教
真
光
の
教
義
を
あ
げ
て
比
較
し
て

い
る
。

⑸　

西
克
信
『
宝
達
山
』（
北
荘
国
民
学
校
、
一
九
四
三
年
）、
参
照
。

⑹　

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
（
編
）『
社
寺
明
細
帳
の
成
立
』（
国

文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
四
年
）、
参
照
。

⑺　

由
谷
裕
哉
「
神
社
明
細
帳
に
よ
る
神
社
合
祀
の
研
究
：
小
松
市
南

郊
外
の
事
例
」（『
人
間
社
会
環
境
研
究
』
第
四
〇
号
、
二
〇
二
〇

年
）、
同
「
神
社
明
細
帳
と
神
社
合
祀
―
旧
石
川
郡
松
任
町
の
事

例
か
ら
―
」（『
神
道
宗
教
』
第
二
六
二
号
、
二
〇
二
一
年
）。

⑻　
『
石
川
県
史
』
第
四
編
（
石
川
県
、
一
九
三
一
年
）、
六
八
七
頁
。

⑼　

U
RL

は
以
下
の
通
り
。https://w

w
w

.ishikaw
a-jinjacho.or.jp/

⑽　

作
者
不
詳
で
承
応
年
中
（
一
六
五
二
―
五
五
）
の
成
立
と
さ
れ
る
。

『
神
祇
全
書
』
五
輯
（
思
文
閣
、
一
九
〇
八
年
）
所
収
で
、
同
書

一
三
四
頁
に
「
大
海
郷
東
間
村
鎮
座
」、「
大
海
一
郷
之
惣
社
」
な

ど
と
あ
る
。

⑾　

小
倉
学
氏
が
古
書
店
で
購
入
し
た
も
の
を
、『
神
道
大
系
神
社
編　

若
狭
・
越
前
・
加
賀
・
能
登
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
七
年
）

に
こ
の
題
を
付
け
て
翻
刻
し
た
も
の
。
し
た
が
っ
て
、
森
田
平
次

の
著
述
と
い
う
の
も
小
倉
氏
の
推
定
に
留
ま
る
。
同
書
六
〇
頁
に

よ
る
と
、「
里
俗
、
宝
達
明
神
ト
称
ス
、
同
郡
宝
達
山
ハ
神
霊
ノ

鎮
座
所
ニ
テ
、
押
水
郷
内
三
十
二
ケ
村
ノ
惣
社
ナ
リ
」
と
由
緒
で

は
山
頂
の
社
を
重
ん
じ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
も
、
社
名
の
前
に

「
羽
咋
郡
東
間
村
鎮
座
」
と
し
て
い
る
。

⑿　

表
紙
に
「
昭
和
三
年
大
礼
記
念
出
版
」
と
明
記
さ
れ
た
加
越
能
史

壇
会
の
小
冊
子
。
そ
の
五
頁
に
、「
東
間
ニ
ア
リ
手
速
比
咩
神
ヲ

祭
ル
」
と
し
つ
つ
、「
宝
達
明
神
ト
云
古
シ
ヘ
山
上
ニ
ア
リ
シ
ヲ

後
今
ノ
地
ニ
遷
ス
」
云
々
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⒀　

前
掲
注
⑺
の
由
谷
二
〇
二
〇
年
論
文
で
参
照
し
て
い
た
が
、
次
の

論
文
の
埼
玉
県
児
玉
郡
の
事
例
で
は
、
神
社
の
統
廃
合
に
お
い
て
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境
内
社
の
利
用
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。
渡
部
圭
一
「
北
武
蔵

の
集
落
神
社
と
神
社
明
細
帳 

―
神
社
整
理
と
そ
の
帳
簿
管
理
を

中
心
に
―
」（『
埼
玉
民
俗
』
第
三
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

⒁　
『
石
川
県
史
資
料　

近
代
編
（
５
）』（
石
川
県
、
一
九
八
七
年
）、

所
収
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
よ
り
金
沢
藩
に
雇
わ
れ
、
同
著

述
を
作
成
の
際
は
金
沢
県
の
調
理
役
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
中
橋
和

之
（
一
八
四
五
―
一
九
二
九
）
の
作
。
前
半
で
、
天
領
を
除
く
鹿

島
郡
よ
り
珠
洲
郡
ま
で
の
村
別
に
、
戸
数
と
主
要
産
物
に
つ
い
て

記
載
し
て
い
る
。

⒂　

前
掲
注
⑺
の
由
谷
二
〇
二
一
年
論
文
で
は
、
石
川
郡
で
事
例
と
し

た
地
区
に
お
け
る
明
治
二
二
年
以
降
の
村
に
よ
っ
て
は
、
本
文
で

名
前
を
あ
げ
た
比
楽
島
村
や
中
奥
村
の
よ
う
に
大
字
を
超
え
た
合

併
を
強
行
し
た
村
が
あ
っ
た
一
方
、
複
数
社
が
存
置
さ
れ
た
大
字

が
複
数
あ
る
村
（
宮
保
村
、
御
手
洗
村
）
も
存
在
し
た
こ
と
を
示

し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
も
神
社
合
祀
は
府
県
お
よ
び
郡

に
よ
っ
て
方
針
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

が
、
村
に
よ
っ
て
も
対
応
差
が
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
を
筆
者
は
当

事
例
か
ら
導
い
た
の
で
あ
る
。

⒃　
『
石
川
県
史
資
料　

近
代
編
（
３
）』（
石
川
県
、
一
九
七
六
年
）、

六
一
―
八
五
頁
、
参
照
。

⒄　

次
の
文
献
に
、
小
松
市
小
山
田
町
の
八
幡
神
社
、
同
市
白
山
田
町

の
白
山
神
社
、
同
西
原
町
の
八
幡
神
社
、
西
荒
谷
町
の
八
幡
神
社
、

日
用
町
の
日
用
神
社
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
、
祭
神
、
由
緒
が
掲
載
さ

れ
て
お
り
、五
社
と
も
昭
和
二
一
年
に
井
口
の
八
幡
神
社
か
ら「
分

離
独
立
」
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
菟
橋
神
社
誌
』（
同
神
社
、

一
九
九
四
年
）、
三
二
九
―
三
三
二
頁
。
こ
の
う
ち
、
と
く
に
西

荒
谷
町
の
八
幡
神
社
の
由
緒
で
は
、
井
口
村
八
幡
神
社
に
合
祀
さ

れ
て
い
た
時
代
も
、「
従
前
の
よ
う
に
祭
礼
は
行
わ
れ
社
地
社
殿

は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
」（
同
書
三
三
一
頁
）、
と
あ
る
。

⒅　

次
の
文
献
に
、
明
治
四
〇
年
に
山
上
の
宝
達
大
明
神
を
合
祀
し
た

の
は
指
定
村
社
に
昇
格
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
際
に
同
時
に
合

祀
し
た
四
社
は
、
昭
和
二
九
年
に
分
離
独
立
し
た
と
あ
る
。『
式

内
社
調
査
報
告　

第
一
六
巻　

北
陸
道
２
』（
皇
學
館
大
学
出
版

部
、
一
九
八
五
年
）、
二
五
三
頁
。

⒆　

石
川
県
神
社
庁
の
公
式
サ
イ
ト
に
は
、「
宝
永
年
間
御
館
屋
与
三

兵
衛
と
い
う
者
、
伊
勢
神
宮
よ
り
勧
請
し
、
正
徳
年
間
に
至
り
部

落
民
一
統
崇
敬
し
、
神
祠
建
立
す
る
と
伝
え
る
」、
と
あ
る
。『
石

川
県
神
社
誌
』
三
一
八
頁
も
同
文
。
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編
集
後
記

　昨
年
は
、
本
会
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
天
野
武
氏
、
西
山
郷
史
氏
が
相
次
い

で
逝
去
さ
れ
た
。
本
号
冒
頭
に
小
林
忠
雄
会
長
に
よ
る
追
悼
文
を
置
い
た
が
、
本

欄
に
お
い
て
も
、
心
か
ら
両
氏
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。

　こ
の
追
悼
文
以
外
で
は
四
本
の
論
考
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
禍
で
五
二
号
（
全
五
八
頁
）、
五
三
号
（
全
五
四
頁
）
と
比
較
的
薄
い
号
が
続

い
た
の
に
比
べ
、
七
〇
頁
弱
と
よ
う
や
く
通
常
に
戻
り
つ
つ
あ
る
。
干
場
論
文
お

よ
び
東
條
論
文
は
前
号
を
引
き
継
ぐ
問
題
関
心
に
よ
る
と
思
わ
れ
、
大
門
論
文
は

幽
霊
譚
、
幽
霊
画
と
い
っ
た
課
題
に
対
す
る
、
前
号
に
続
く
斬
新
な
分
析
と
な
っ

て
い
る
。
由
谷
論
文
は
肝
心
の
所
（
神
社
復
祀
）
が
未
解
明
で
、
問
題
提
起
に
留

ま
っ
て
は
い
る
。

　そ
れ
に
比
べ
て
、『
加
能
民
俗
』
の
編
集
は
綱
渡
り
で
あ
っ
た
。
一
月
後
半
に

な
っ
て
も
原
稿
の
集
ま
り
が
悪
く
、
下
手
を
す
る
と
四
頁
で
二
つ
折
り
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
と
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
っ
た
。
事
務
局
に
お
願
い
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
で
連
絡
可
能
な
会
員
に
改
め
て
投
稿
を
呼
び
か
け
、
何
と
か
通
常
の
頁
数
で
刊

行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
急
な
要
請
に
応
え
て
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
方
々
に
、
感

謝
申
し
上
げ
る
。

　ウ
イ
ル
ス
禍
が
長
く
続
く
が
、
研
究
成
果
の
公
開
に
つ
い
て
は
何
と
か
打
開
策

を
見
つ
け
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
編
集
幹
事

　由
谷
裕
哉
）

〈
投
稿
要
領
〉

一
．「
加
能
民
俗
研
究
」
は
一
地
域
で
あ
っ
て
も
、
全
国
的
視
野
に
立
つ
考
察
を
し

た
も
の
を
、
お
寄
せ
下
さ
い
。

二
．
原
稿
枚
数
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
で
二
十
枚
か
ら
三
十
枚
ま
で
（
図
・
写
真
を

含
む
）。

　
　ワ
ー
プ
ロ
原
稿
も
可
。
枚
数
・
字
数
と
も
厳
守
。（
超
過
は
実
費
負
担
）

三
．
文
献
資
料
に
つ
い
て
は
、
古
文
書
の
う
ち
、
民
俗
学
に
関
係
す
る
も
の
で
、
未

復
刻
・
未
刊
の
も
の
に
限
る
。
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
十
枚
程
度
。

四
．
表
記
は
現
代
か
な
遣
い
、
常
用
漢
字
に
よ
る
が
、
学
術
上
や
む
を
得
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。

五
．
投
稿
の
際
、
抜
き
刷
り
部
数
を
付
記
し
て
下
さ
い
。
三
十
部
を
標
準
と
し
ま
す

が
そ
れ
以
上
で
も
用
意
し
ま
す
。（
但
し
実
費
負
担
）

加
能
民
俗
研
究 

第
五
十
四
号

　令
和

　五
年
三
月
二
十
二
日 
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